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雇児総発 1101 第３号 

平 成 24 年 11 月 １ 日 

 

都 道 府 県 

各  指 定 都 市  児童福祉主管部（局）長 殿 

 児童相談所設置市  

 

 

      厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長     

 

 

 

措置解除等に伴い家庭復帰した児童の安全確保の徹底について 

 

児童虐待防止対策の推進については、平素より御尽力をいただき厚く御礼申し上げる。 

さて、最近、児童福祉施設に入所していた児童が、家庭復帰後に虐待を受け死亡した事

例が続いて発生している。 

虐待を受けて保護された児童が、措置解除等により親元に戻った後、虐待が再発し、尊

い命が失われたことを重く受け止め、貴職におかれては、下記のとおり、改めて児童虐待

への対応に徹底を期されるようお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言である。 

記 

１ 家庭復帰に係る適切なアセスメントと支援の実施 

  一時保護の解除や措置解除等に当たっては、「子ども虐待による死亡事例等の検証結

果等について」（社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委

員会）でこれまでも述べられているとおり（別添参照）、①保護者指導の効果や児童の

心身の状況等を十分に踏まえ慎重に判断すること、②保護者や養育環境、家族構成員の

関係性などについての十分な情報収集と、それに基づく虐待の発生要因についてアセス

メントを行い、児童が入所する施設や地域の関係機関との協議により判断することが必

要であり、家庭復帰の適否を判断するための具体的な内容や家庭復帰後の援助について

定めた「児童虐待を行った保護者に対する指導・支援の充実について」（平成 20 年３

月 14 日付け雇児総発第 0314001 号雇用均等・児童家庭局総務課長通知）の別添「児童

虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を

踏まえた対応の徹底をお願いする。 

また、一時保護の解除や措置解除等により児童が家庭復帰した事例に関しては、特に、

一定の期間は、きめ細かに当該家庭への支援や児童の安全確認を行うとともに、関係機

関が当該家庭への援助方針や互いの役割について共通認識を持ち、緊密に連携すること

が重要であることから、補助職員の配置等による体制強化や、職員の資質向上や関係機

関との連携強化のための研修の実施等についても、『安心こども基金』の「児童虐待防
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止対策緊急強化事業」を活用するなどして取組を図るようお願いする。 

 

２ 施設等から家庭復帰した事例の再確認 

虐待又は養育困難を理由とする児童福祉施設への入所措置等（里親等への委託を含

む。）の解除又は措置変更（以下「措置解除等」という。）により児童が家庭復帰した

事例については、以下に留意の上、児童相談所においてそれぞれ児童の安全確認や対応

状況等の再確認をお願いする。 

(1) 児童福祉司指導措置等又は継続指導中の事例 

児童虐待等の事例については、ガイドラインにおいて、家庭復帰後も、当面の期間、

当該家庭の状況の変化を即座に把握し対応するため、一定期間（少なくとも６か月程

度）は児童福祉司指導措置等又は継続指導を採ることとされている。 

したがって、児童福祉司指導措置等又は継続指導中の事例については、これまでの

指導の経過や措置解除等をした際の状況を確認し、必要に応じて家庭訪問や児童の安

全確認を行うこと。 

もとより、児童が家庭復帰した場合には、関係機関と連携の上、当該家庭の状況や

児童の安全についての確認を継続的に行い、家族構成や養育環境の変化を的確に捉え、

状況の変化を踏まえた援助方針の再検討を行うほか、必要に応じ一時保護や再度の入

所措置等についても検討することが必要である。このため、ガイドラインの別表「家

庭復帰の適否を判断するためのチェックリスト」や貴自治体におけるアセスメントシ

ート等により、家庭復帰を決定した時点の当該家庭の状態から、家族構成や養育環境

に変化が生じるなどしていないか確認すること。 

(2) 市町村において対応中の事例 

ガイドラインにおいては、措置解除等により児童が家庭復帰した事例について、児

童相談所による一定期間の指導実施後、当該家庭の経過が良好であれば、児童福祉司

指導措置等を解除し、その後の対応を市町村に引き継ぐこととされている。 

引継ぎにより市町村が対応している事例については、要保護児童対策地域協議会の

実務者会議を活用するなどして当該家庭の現状を重点的に情報共有した上で、児童相

談所による対応の必要性を確認し、積極的に役割を担うこと。 

  (3) 特に留意すべき事例 

家庭復帰後に虐待が再発した場合に、短期間の不適切な養育や一度の暴行が即座に

生命の危険に直結する乳幼児については特に留意し、(1)及び(2)の確認を行うこと。 

また、措置解除等により家庭復帰したものの、その後児童相談所において指導措置

等が採られておらず、市町村へも引き継がれていない事例がある場合には、児童の安

全を早急に確認するとともに、今後の援助方針について市町村と連携して決定するこ

と。 
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  「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」 

   （社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会） 

 

第６次報告（平成 22 年７月）（抜粋） 

３．個別ヒアリング調査による事例調査の結果 

（６）入所措置解除（援助の終了）、再一時保護とアセスメント 

（事例紹介） 

○ 施設入所等に反対する保護者や親族の抗議行動に抵抗しきれずに、家庭引き取

りを主張する保護者のペースに巻き込まれ、家庭復帰を認めてしまった。 

○ 家庭復帰の条件の一つとして、ペアレントレーニングを終了しているが、措置

停止して程なく子どもが虐待を疑うけがをした。しかし、措置解除の方針を見直

すことはなかった。 

○ 措置解除後に度重なる怪我をしているが、再度、一時保護や措置を行うことに

ついて検討されていなかった。 

 

（ポイント） 

○ 保護者が攻撃的な場合であっても、裁判所の承認を得た児童福祉法第２８条の

措置で入所措置している事案については、児童相談所は子どもの安全を最優先し

て、毅然として保護者に対峙すべきです。 

○ 保護者や親族が強硬に引き取りを求めたとしても、家庭に戻ることが子どもの

権利利益の保障につながると判断できない限り認めてはいけません。 

○ 家庭復帰を実現する手段としてペアレントトレーニング等を実施する場合に

は、実施する前の保護者への動機付けと、復帰後の家庭支援がセットになってこ

そ効果を発揮するものであることを認識すべきです。 

○ 家庭復帰に向けての過程において、虐待が疑われる状況が発生した場合は、慎

重にアセスメントを行い、漫然と家庭復帰を目指す方針を継続するのではなく、

必要に応じて家庭復帰の延期、措置停止の中断、一時保護の開始を検討すべきで

す。 

○ 措置解除後であっても、子どもに受傷機転不明の怪我等が発生した場合には、

速やかに一時保護することや、再度の措置についてもためらわずに行うべきです。

○ 関係機関において、いわゆる「見守り」を実施する場合は、その実施機関・内

容について、可能な限り具体化的に書面に記載して、関係機関の間で共有するべ

きです。 

 

（別 添）
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【解説】 

 虐待の支援過程において施設入所等の措置を採った場合、親子関係の修

復・改善が認められ、養育上の問題が改善されれば、子どもを家庭に復帰

させることとなります。入所措置を解除するに当たっては、保護者指導の

効果や子どもの心身の状況等を十分に踏まえ、慎重に判断することが求め

られます。特に、保護者等が虐待の事実を否定している場合や保護者等が

子どもの引き取りを執拗に要求している場合は、保護者が形式的に保護者

指導を受けている場合もあることから、保護者指導の受け入れという事実

だけをもって、家庭復帰の判断をしてはいけません。家庭復帰の判断は子

どもの権利利益の保障が前提であり、それが担保できない場合は、家庭復

帰の延期も考える必要があります。 

 家庭復帰に向けた取組みに関しては、厚生労働省が、「児童虐待を行っ

た保護者に対する指導・支援の充実について」（平成 20 年 3 月 14 日付雇

児総発第 0314001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を示

しており、この通知を参考にした取組みを行う必要があります。 

 この通知では、基本的な考え方において、保護者が虐待の事実と向き合

い、家庭復帰できるのであれば子どもの福祉にとってもっとも望ましいこ

とであるとする一方で、保護者に対する指導・支援の効果がないものまで

家庭復帰をするべきでないと明言しています。また、この通知の「家庭復

帰の適否を判断するためのチェックリスト」のチェックの視点では、保護

者の項目において「虐待の事実を認めていること」を掲げており、家庭復

帰の判断の要素となっていることに留意すべきです。 

 当然のことながら、措置停止中や措置解除後に事態の急変があれば、新

たな措置を念頭にした方針を取るべきことは言うまでもありません。 

 また、関係機関で、いわゆる「見守り」を実施する場合、具体的な見守

り内容が不明になりがちです。事態の変化があった場合でも見守りを継続

していたといったケースもあることから、可能な限り、実施機関・内容を

具体化して、それを書面に記載して関係機関の間で共有することが大切で

す。 

 

 

５．課題と提言 

（１）地方公共団体への提言 

６）入所措置解除、再一時保護とアセスメント 
 
   ○ 保護者の執拗な引き取り要求や、保護者が形式的に保護者指導を受

けている場合の慎重な家庭復帰判断の実施 
   ○ 家庭復帰に向けた援助の過程で虐待が疑われる状況が発生した場合

のアセスメントと、必要に応じた家庭復帰の延期、中断、再一時保護

の実施 
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  （内容） 
   保護者が子どもの引き取りを強く希望している場合や児童相談所等の行

政機関に強い不信感を持っている場合、保護者の一部には、子どもを返し

てほしいがために、形式的に児童相談所の指導に従っている場合もある。

子どもの家庭復帰に向けた留意点は以下のとおりである。 
 
  ○ 子どもを家庭復帰させる場合の判断は、あくまでも子どもの福祉が最

優先されるものであり、保護者の希望で判断されるべきものではない。 
○ 児童福祉法第 28 条による施設入所の期間の満了が迫っていたとしても、

子どもの福祉が保障されないと認められる場合は、入所期限の更新の準備

や更新が間に合わない場合は一時保護を検討することも必要である。 
○ 保護者に対する指導・支援の効果が確認できない場合は、家庭復帰を進

めるべきでない。特に、保護者が虐待の事実を認めていない場合は、家庭

復帰を進めるべきでない。 
○ 虐待の疑いが否定できない場合や、措置停止中や措置解除後に子どもに

虐待が疑われる外傷が発生する等、事態が急変した場合には、家庭復帰を

そのまま進めるのではなく、子どもを一時保護する等により、家庭復帰に

ついてのアセスメントをやり直すべきである。 
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第７次報告（平成 23 年７月）（抜粋） 

Ⅲ 個別ヒアリングの調査結果 

２ 虐待対応の問題点と対応のポイント 

７）入所措置解除時のアセスメントと家庭復帰後支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 第６次報告でも｢入所措置解除（援助の終了）、再一時保護とアセスメント｣と

事例  

○ 母親が産後うつにより育児困難であると両親から児童相談所に相談があり、乳児院

に数か月間措置した。家庭復帰前の関わりは児童相談所が家庭訪問を１回、市町村の

保健師が１度電話で母親と話しただけであった。家庭復帰直後に児童相談所と市町村

の担当者が１回家庭訪問を行っているが、特に問題はないと判断し、困ったことがあ

れば連絡をもらうことにしていた。 

○ きょうだいも含め、入所措置及び措置解除が複数行われており、いずれの場合も、

措置解除の判断根拠は、内縁の夫が虐待を認め改善したいという意志を表明したこと、

子どもが家庭復帰を望んだこと、家庭復帰後の面接を確約できたことであった。 

家族についてのアセスメントは十分なされておらず、実母の依存的傾向やＤＶの存

在の可能性について検討されていなかった。また、児童相談所だけで判断しており、

精神保健や家族問題について知見を備えた専門家の助言を求めていなかった。 

ポイント 

○ 措置解除決定に際し、保護者の表面的な態度により養育力を判断し家庭復帰の可否

を決定するのではなく、なぜ入所措置することになったのか、何が原因で問題が生じ

ているのか、根本的な解決が図られたかについて考えることが重要です。家族の心身

状態や関係性、経済・社会活動の状況、ソーシャル・サポートなどの必要な情報を収

集し、家族機能について複数の関係機関でアセスメントを行い、協議した上で決定し

なければなりません。 

○ 家庭復帰後の援助方針、役割分担を関係機関で検討し、モニタリングの時期を決め

て継続支援を行うとともに、支援の終了の判断は時間をかけて慎重に行う必要があり

ます。家庭復帰後はハイリスクケースとして対応するほか、分離により阻害されてい

た愛着形成を図る支援を、時間をかけて行うことが重要です。 

○ 産後うつなどの精神症状があった場合には、妊娠期の精神状態や受診歴についての

情報収集とともに、専門家（医師・保健師等）の判断を仰ぎ育児機能の評価を行うこ

とが重要です。 

○ 養育者から連絡がある、家庭訪問等に受容的などの場合でも、実際に抱えている問

題の程度と一致しないことがあります。肯定的評価をして支援の必要はないと考えて

はいけません。また、家庭復帰後訪問拒否等があった場合には、すぐに要保護児童対

策地域協議会において複数の関係機関で支援方針を協議する必要があり、そのことを

家庭復帰前に共通認識を図っておく必要があります。 
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して対応のポイントを整理していますが、保護者の態度や表面的な様子により

養育力を判断し、家庭復帰の可否を決定するのではなく、家族構成員の心身状

態、経済・社会活動の状況、ソーシャル・サポートなどについて情報収集し、

家族機能をアセスメントする必要があります。 

 そのためには、要保護児童対策地域協議会も活用し、子どもが入所する施設、

産後うつや精神疾患についての専門的知識を持つ医師、保健師等との連携を十

分図り、関係機関の意見を参考にして組織的な判断を行うこと、施設退所後の

支援方針を立てる中で関係機関がそれぞれの役割を共通認識し、モニタリング

の期間を決めて継続支援を行う必要があります。また、支援終了の判断も慎重

に行う必要があります。 

 

 

Ⅵ 課題と提言 

１ 地方公共団体への提言 

２）虐待の早期発見とその後の対応 

（３）措置解除時の十分なアセスメントと措置解除後の関係機関の連携の

確保 

 

 

 

 

（内容） 

今回も入所措置解除時に養育者、養育環境、家族構成員の関係性などについ

ての十分な情報収集と、それに基づく虐待の発生要因についてのアセスメント

が行われておらず、地域の関係機関との協議がなされずに家庭復帰した後、虐

待が発生したものがみられた。入所措置解除の検討にあたっては、「児童虐待を

行った保護者に対する指導・支援の充実について」（平成 20 年３月 14 日雇児総

発第 0314001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）の別添「児童

虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン」において、家庭復帰の適否を

判断するための具体的な内容や家庭復帰後の援助について詳細に定めており、

これらに則った対応が必要であり、児童相談所の情報収集・アセスメント力、

面接等援助技術の向上を図る必要がある。また、家庭復帰に向けた養育者の指

導や復帰後の関係機関による支援体制を構築し、復帰後における子どもの安全

が確保されたうえで入所措置解除を行うべきである。特に、措置解除後の支援

においては、関係機関がどのような点に留意しながら支援を行うのか、互いの

役割と支援方針を常に共有しておくことが必要である。 

児童相談所における措置解除の判断に係るアセスメント力の向上と家庭復帰

後の関係機関による支援体制の整備 
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